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申
し
上
げ
ま
し
て
、
私
の
祝
辞
と
い
た
し
ま
す
。

念
式
典
が
挙
行
さ
れ
る
に
当
た
り
、

対
し
て
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
御
栄
誉
に
対
し
心
か
ら
お
喜
び

れ
ま
す
よ
う
祈
念
い
た
し
ま
す
。

技
術
の
進
展
、
振
興
に
多
大
の
貢
献
を
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
・
そ
の
役
割
は
誠

進
歩
と
活
用
分
野
の
広
が
り
は
、
国
民
生
活
の
様
々
な
分
野
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
り
、
各
種
の
事
業
を
通
じ
て
発
明
の
奨
励
等
に
尽
力
さ
れ
、
我
が
国
の
科
学

に
事
業
を
推
進
さ
れ
、
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
発
展
の
た
め
に

生
じ
る
様
々
な
法
的
紛
争
の
適
正
迅
速
な
解
決
の
た
め
の
努
力
を
続
け
て
ま
い

的
な
広
が
り
を
持
つ
紛
争
へ
の
対
応
力
の
充
実
強
化
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た

形
の
法
的
紛
争
が
増
加
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
司
法
の
分
野
で
も
、

程
に
お
け
る
著
作
権
等
の
侵
害
や
学
習
デ
ー
タ
の
偏
り
な
ど
を
巡
り
、
新
た
な

が
、
近
年
の
情
報
通
信
や
情
報
処
理
の
高
度
化
、
と
り
わ
け
Ａ
Ｉ
の
飛
躍
的
な

に
意
義
深
く
、
御
功
績
は
極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

が
、
今
後
と
も
、
知
的
財
産
権
に
関
す
る
訴
訟
や
科
学
技
術
の
発
展
に
伴
っ
て

四
年
に
、
知
的
財
産
権
紛
争
を
は
じ
め
と
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
の
事
件
を
集
中

し
て
取
り
扱
う
ビ
ジ
ネ
ス

て
い
ま
す
。
同
時
に
、
虚
実
の
識
別
が
困
難
な
情
報
の
流
通
、
大
量
学
習
の
過

終
わ
り
に
、
本
日
受
賞
の
栄
に
浴
さ
れ
た
方
々
の
多
年
に
わ
た
る
御
努
力
に

発
明
協
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
の
記
念
す
べ
き
日
を
契
機
と
し
て
、

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
我
が
国
の
経
済
成
長
の
原
動
力
で
す

発
明
協
会
は
、
明
治
三
十
七
年
の
創
立
以
来
、
百
二
十
年
と
い
う
永
き
に
わ

正
仁
親
王
妃
華
子
殿
下
の
御
臨
席
を
仰
ぎ
、
発
明
協
会
創
立
百
二
十
周
年
記

祝

辞

〃

コ
ー
ト
を
開
設
す
る
な
ど
、
専
門
性
が
高
く
国
際

｛
識
州
唾
一
云
孵
蛙
恥
二
吋
俳
繩
記
念
識
軸
ク
ラ
東
京
〕

一

言
お
祝
い
の
言
葉
を
申
し
上
げ
ま
す
。

一

層
寄
与
さ

令
和更



ｰ

一

！
一

機密性2：

'

一

ー

、.〆

、
ｰ

、
３

、

公
●一

b今？

$一

、

戸

商J′
－

、

～●

～一､

デー

』

一
色
》
。
４
今
地
吟
。
司
４
、
色
●

、
。
◇
，
。
◇
・
凡
・
・
や
。
沢
。
．
。
◇
『
．
．
』
。
◇
・
↑
↑

ダ
・
急
争
蕊
・
鶏
・
壕
煮
：
：
〆
鋤
‐
識
腱
韮
ふ
〆
一
《
」
，
‐
雀
、
・
丸
汽
毒
・
ざ
熟
登
．
泰
戦
鳥
く
ぶ
‐
蕊
二
溌
嶺

．
』
△
〃
．
、
一
息
「
少
寸

０
勺
の
』
◇
心
毎

ザ
。
〃
■
。
・
０
皿
一
一
が
い
。
０
，
。
■
。
。
０
一
・
・
戸
。
』
、
。
。
喝
。
寺
一
一
■
〆
●

一
勺
や
》
０
◇
●
ざ

毎
〆
毎
勺
ｅ
ｅ
０
一
ｐ
●
勺
鍛
・
ｖ
毎
●
基
傘
●
◆
■
毎
９
Ｕ

，
・
必
や
◇
》
◇
・
Ｐ
《
』
無
，
◇
◇
ノ
◇
０
。
、
◇
・
↓

：
、
一
三
群
賦
与
鞠
転
Ｉ
Ｉ
Ｅ
口
口

②
。
。
６
Ｊ
↑
。
ｏ
寺
少
ｆ
の
心
《
▲
々
リ

ヂ
守
殆
●
い
の
毎
■

、
勺
『
二
口
●
℃
！
９
毎
等
↓
▼
勺
。

●
勺

↑
一
・
・
一
．
。
、
戸
，
．
．
．
↑
、
『
．
や
．
．
．
今
・

Ｑ
Ｐ
■
◇
◇

ノ

ロ
マ
ろ
や
。
。
℃
●
の
〆
１
，
．
．
一
寺
．
．
、
０
●
△
も
イ
ー
孝
一
Ｃ
、
。
〉
・
Ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
》
●
。

．
・
・
◇
念
。
〆
一
。
。
今
尹
や
ゆ
一
．

６
◇
、
や
今
毎
ら
●
毎
口
◇

〃
６
。
・
一
句
。
。
『
。
。
』
、
。
。
タ
ー

、
、
。
＆
。
●
や
ら
Ｌ
ｅ
ｅ
課
・
望
シ
ロ

ゥ
’
１
心
狸
。
『
●
。
す
し
今
』
。
夕

《
勺
●
ｏ
ｂ
Ｆ
》
酔

毎
▲
▲
６
・
や
イ
〃
●
。
争
毎
’
●
り
げ
毎

ザ
守
一
ゴ
。
、
Ｃ
・

◆
●
毎

●
も
◇
毎
。

◇
ｐ
Ｕ
ｅ

●
■
△
◇
寺
毎
◇
の

◆
●
。
Ｑ
『
◆
Ｐ

，
。
｛
↑
↑
↑
ざ
〆
．
，
。
●
，
〃
易
。
△
：
△
戒
、
・
・

毎
．
↑
。
。
↑
〃
勺
’
一
一
・
。
↑
↑
・
・
衿
↑
《
や
》
軍
癌
《
‘
恥
・
詐
碑
↑
咋
‘
‘
』
↑
》
’
八
、
↑
聖
↑
．
。
↑

、
ャ
。
↓
。
〆
。
《
●
●
●
●
。
や
？
負
・
０
。
↑
０
姑
。
。
▲
守

も
◆
０
凸
・
９
。
●
●
・
ぜ
。
●
◆
．
◆
、
。
◆

へ
△
、
Ⅱ
Ｊ
Ｊ
ｒ
Ｃ
ｅ
、
■

、『

～

ノ
ー
◆
ｆ

ａ
Ｇ

ダ

ぐ

一

～



機密性2 機密性2

と
努
力
の
た
ま
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
・
関
係
す
る
皆
様
の
御
尽
力
に
対
し
、

心
か
ら
感
謝
と
敬
意
を
表
し
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
の
大
会
以
降
、
調
停
委
員
と
し
て
永
年
に
わ
た
り
御
功
績
を
挙

げ
ら
れ
た
多
数
の
方
々
に
対
し
、
藍
綬
褒
章
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
・
調
停
制
度

の
運
営
と
発
展
に
多
大
な
貢
献
を
し
て
こ
ら
れ
た
受
章
者
の
皆
様
に
、
深
く
謝

意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
・

国
民
の
価
値
観
の
多
様
化
や
社
会
の
変
化
に
伴
い
、
調
停
利
用
者
の
意
識
や

ニ
ー
ズ
は
日
々
変
化
し
て
お
り
、
制
度
運
用
の
在
り
方
に
も
不
断
の
見
直
し
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
数
年
の
社
会
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
に
は
目
覚

ま
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
裁
判
の
分
野
で
も
、
国
民
に
よ
り
良
い
司
法
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
デ
ジ
タ
ル
化
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
調
停
手
続
に
お
い
て
は
、
全
て
の
裁
判
所
で
ウ
ェ
ブ
会
議

の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
後
は
、
昨
年
成
立
し
た
改
正
法
に

従
っ
て
、
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
や
記
録
の
電
子
化
等
に
つ
い
て
検
討
が
具
体

化
し
て
い
き
ま
す
・
裁
判
所
と
し
て
も
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
利
便
性
の
向
上

を
最
大
限
生
か
し
つ
つ
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
、
調
停
制
度
の
本

質
を
踏
ま
え
た
納
得
性
の
高
い
紛
争
解
決
を
実
現
す
る
た
め
、
皆
様
と
共
に
、

冒
頭
に
、
能
登
半
島
に
お
い
て
発
生
し
た
地
震
及
び
豪
雨
に
よ
り
亡
く
な
ら

れ
た
方
々
に
対
し
哀
悼
の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
困
難
な
生
活
を
送
ら
れ
て

い
る
全
て
の
被
災
者
の
方
々
に
対
し
心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
大
正
十
一
年
に
発
足
し
た
調
停
制
度
は
、
百
年
以
上
の
長
き
に
わ
た

り
、
そ
の
時
々
の
社
会
の
要
請
や
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
着
実
に
発
展
を

遂
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
・
そ
う
し
た
中
、
日
本
調
停
協
会
連
合
会
は
、
昭
和
二

十
七
年
の
創
立
以
来
、
調
停
制
度
と
共
に
歩
み
、
今
日
ま
で
活
発
な
活
動
を
続

け
ら
れ
、
調
停
制
度
の
普
及
と
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
調
停
制
度
が
我
が
国
の
主
要
な
紛
争
解
決
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
国
民

か
ら
高
い
信
頼
と
評
価
を
受
け
て
広
く
利
用
さ
れ
て
き
た
の
は
、
制
度
の
本
質

を
生
か
し
、
当
事
者
に
と
っ
て
よ
り
良
い
調
停
運
営
と
調
停
制
度
の
発
展
の
た

め
、
不
断
の
歩
み
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
調
停
委
員
及
び
関
係
者
の
皆
様
の
熱
意

し
上
げ
ま
す
。

第
七
十
二
回
全
国
調
停
委
員
大
会
の
開
催
に
当
た
り
、

最
高
裁
判
所
長
官
祝
辞

〔
齢
伽
愉
一
・
一
剛
釦
匪
洲
に
委
員
大
会

お
祝
い
の
言
葉
を
申 L ノ
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調
停
運
営
の
更
な
る
改
善
と
発
展
に
一
層
力
を
尽
く
し
て
ゆ
く
所
存
で
す
。
調

停
委
員
の
皆
様
方
に
お
か
れ
・
ま
・
し
て
も
、
引
き
続
き
御
理
解
と
御
協
力
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

終
わ
り
に
．
、
日
本
調
停
協
会
連
合
会
と
関
・
係
の
皆
様
の
ま
す
ま
す
の
御
発
展

を
祈
念
し
、
て
、
祝
辞
と
い
た
し
ま
す
・

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日

最
高
裁
判
所
長
官
今
崎
幸
彦
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祝 辞

天皇陛下の御臨席を仰ぎ、 自治体消防七十五周年記念大会が挙

行されるに当たり、一言お祝いの言葉を申し上げます。

昭和二十三年に消防組織法が施行され、国民に身近な市町村を

単位とする自治体消防制度が発足いたしました。以来、消防に関

する諸制度は、逐次整備、拡充され、 自治体消防制度が盤石なも

のとして確立するに至りましたことは、誠に御同慶に堪えません。

これも、消防職員及び消防団員の方々をはじめ、関係各位の御尽

力の賜物であると存じます。

長い伝統とこれまでの災害への対応を通じて培われてきた国民

の消防に対する信頼には揺るぎないものがありますが、今年能登

地方を雲った地震や豪雨など、大規模な災害・事故は後を絶たず、

今後も、地球環境の変化を背景に、各種災害の発生が懸念される

中、消防制度を担う皆様の活動に対する国民の期待はますます高

まっていると言えます。

本日、 自治体消防の発展の歩みを顧み、その運営に貢献された

各位に対し、深甚なる敬意を表しますとともに、 自治体消防制度

が一層の発展を遂げられますことを祈念いたしまして、私の祝辞

といたします。

令和六年十一月二十九日

最高裁判所長官 今 崎幸彦
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公益社団法人成年後見センター・ リーガルサポート設立二十五周年記念式典・祝辞

本日、公益社団法人成年後見センター・ リーガルサポート設立二十五周年記念式

典が挙行されるに当たり、一言お祝いの言葉を申し上げます。

我が国における現在の成年後見制度は、従来の禁治産及び準禁治産の制度を改め、

自己決定権の尊重やノーマライゼーション等の理念にも配慮し、判断能力の不十分

な方々の権利や利益を守ることができる制度への転換を目指して、平成十二年に施

行されたものです。そして、公益社団法人成年後見センター・ リーガルサポートは、

成年後見制度の施行を見据え、平成十一年十二月に設立され、以来、二十五年にわ

たり、全国の司法書士によって組織された我が国最大規模の専門職後見人団体とし

て、高齢者、障害者等の方々の権利擁護及び福祉の増進に寄与されてきました。皆

様方のこれまでの御貢献に対し、心から敬意を表します。

リーガルサポートの会員の皆様は、現在、全国の家庭裁判所から成年後見人や成

年後見監督人等として数多く選任され、御活躍いただいております。これは、会員

の皆様が、専門職後見人等として、高いスキルやモラルを備えていることのあかし

であるとともに、 リーガルサポートによる会員に対する手厚い支援の結果であると

考えております。

令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画では、地域

共生社会の実現という目的に向け、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策

の一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組を更に進めていくこととされてお

りますが、専門職である司法書士の皆様には、成年後見を含めた権利擁護支援の担

い手として、今後益々の御活躍が期待されているものと考えております。

加えて、 リーガルサポートは、令和五年八月に、未成年後見制度に関する事業を

公益目的事業に追加する旨の内閣総理大臣の認定を受けられました。既に、未成年

後見人として御活躍いただいている会員の方々もおられますが、今後は、成年後見

に関する事業で培ってこられた知見を生かし、未成年後見の分野でも、未成年者の
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権利保障の実現や健やかな成長の支援に資するべく、専門職としての役割を果たす

ことが更に期待されることになりましょう。皆様方におかれましては、成年後見や

未成年後見に関する事業を通じて、引き続き、高齢者、障害者、未成年者等の権利

擁護及び福祉の増進に寄与されますようお願い申し上げるとともに、 リーガルサポ

－卜の益々の御発展を祈念いたしまして、祝辞といたします。

令和六年十二月六日

最高裁判所長官今崎幸彦


